
議案第 ３ 号

熊取町職員の配偶者同行休業に関する条例

令和 ８ 年 ３ 月 ４ 日提出

熊取町長 藤 原 敏 司

提案理由

地方公務員法（昭和25年法律第261号）第26条の６に基づく配偶者同行休業制度につ

いて定めるため、この条例案を提出するものです。
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改正後 改正前

（育児休業をすることができない職員） （育児休業をすることができない職員）

第２条 育児休業法第２条第１項の条例で定める職員は、次に掲げる

職員とする。

第２条 育児休業法第２条第１項の条例で定める職員は、次に掲げる

職員とする。

（１） 地方公務員法（昭和25年法律第261号）第26条の６第７項

又は育児休業法第６条第１項の規定により任期を定めて採用さ

れた職員

（１） 育児休業法第６条第１項

の規定により任期を定めて採用され

た職員

（２）から（４）まで （略） （２）から（４）まで （略）
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